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コロナ禍でのテレワーク導入促進のための取組の応援策

○ 経済産業省では、これまで関係省庁と連携して、テレワーク・デイズの国
民運動等を通じて、企業の価値向上の観点から、テレワークの普及啓発に
努めてまいりました。

○ コロナ禍で事業者に対し、緊急的により一層のテレワークの普及の推
進・強化するために、主として、
１．テレワークを含めたデジタル化機器導入のための財政的な支援
（サービス等生産性向上IT導入支援事業の低感染リスク型ビジネス枠（IT導入補助金2021）、
IT活用促進資金、テレワーク等のデジタル化投資の促進（中小企業経営強化税制の拡充））

２．経営支援と併せたテレワーク導入のため専門家派遣の支援
（中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（中小企業１１９））

３．独立行政法人を通じたテレワーク支援情報の提供 等
（ITプラットフォーム「ここからアプリ」）

を実施してまいります。
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を実施してまいります。
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サービス等生産性向上IT導入支援事業の低感染リスク型ビジネス枠（IT導入補助金2021）

１．テレワークを含めたデジタル化機器導入のための財政的な支援
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 ITを活用した事業や、テレワークの導入を行う際に、日本政策金融公庫の特別貸付が受けられる。

 IT活用のための投資を行う中小企業・小規模事業者及び認定情報処理支援機関が対象。

IT活用促進資金
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貸付対象 ①情報技術（IT）の普及及び変化に関連した事業環境の変化に対応するため
の情報化投資を行う方であって、情報技術（IT）を活用した効果的な企業内業
務改善及び企業内の情報交換等業務の高度化を行う方等
②中小企業等経営強化法第４３条の規定に基づき認定を受けた情報処理支
援機関（認定情報処理支援機関（スマートSMEサポーター））
③AIを活用して生産性の向上を図る方であって、AIの導入に際して専門家の
助言・指導を受けている方
④特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定を受けた方また
は導入計画の認定を受けた方
⑤テレワークの導入等を行う方

用途・対象物 対象①、⑤の方：
イ）電子計算機※等（ソフトウェアを含む）
ロ）周辺装置（モデムなどの通信装置など）
ハ）端末装置（多機能情報端末など）
二）被制御設備（高度数値制御加工装置（CNC）や自動搬送装置など）
ホ）関連設備（LANケーブルや電源設備など）
ヘ）関連建物・構築物（上記装置および設備の導入に併せてその取得に必
要不可欠な建物・構築物およびそれらの設置に必要不可欠な土地）

ト）その他の設備（その他情報化投資を構成する設備であって、必要と認め
られたもの）

※イ～トの他の設備等と組み合わせて導入する場合のみ対象
対象②の方：情報処理支援業務を行うために必要な設備資金や運転資金
対象③の方：AI を活用して生産性向上を図るために必要な設備資金（土地に
かかる資金を除く。）および運転資金
対象④の方：認定開発供給計画または認定導入計画を実施するために必要
とする設備資金（土地にかかる資金を除く。）および運転資金

資金使途 設備等を取得するために必要とする設備資金及び運転資金

※1．以下のいずれかに該当する方で一定の要件を満たす方は特

別利率が適用されます

・情報処理支援機関の認定を受けている方

・ＡＩの導入に際して専門家の助言・指導を受けている方（※2）

・特定高度情報通信技術活用システムの開発供給計画また

は導入計画の認定を受けた方

・テレワークの導入等を行う方

・情報処理の促進に関する法律第31条に基づく認定を受けて

いる方

※2．情報処理支援機関の認定を受けた専門家からＡＩ導入に係
る助言・指導を受けている方

お問い合わせ先
・日本政策金融公庫 全国各店舗
URL：https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
・事業資金相談ダイヤル
電話：0120-154-505

令和３年度財政投融資

＜貸付限度＞

中小企業事業：7億2,000万円（うち長期運転資金2億
5,000万円）

国民生活事業：7,200万円（うち運転資金4,800万円）

＜貸付利率＞

基準利率～基準利率▲0.90％（※1）

注：テレワーク導入の場合は基準金利▲0.40%

＜貸付期間＞

設備資金：20年以内運転資金：7年以内

１．テレワークを含めたデジタル化機器導入のための財政的な支援

https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html


テレワーク等のデジタル化投資の促進（中小企業経営強化税制の拡充）
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 中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等
経営強化法の認定を受けた計画に基づく投資について、即時償却又は税額控除（10％※）の
いずれかの適用を認める措置。 ※資本金3,000万円超の中小企業者等の税額控除率は7%

 令和２年４月の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」において、デ
ジタル化設備に係る類型（C類型）が追加された。

URL：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

１．テレワークを含めたデジタル化機器導入のための財政的な支援



コロナ禍でのテレワーク導入促進のための取組の応援策

○ 経済産業省では、これまで関係省庁と連携して、テレワーク・デイズの国
民運動等を通じて、企業の価値向上の観点から、テレワークの普及啓発に
努めてまいりました。

○ コロナ禍で事業者に対し、緊急的により一層のテレワークの普及の推
進・強化するために、主として、
１．テレワークを含めたデジタル化機器導入のための財政的な支援
（サービス等生産性向上IT導入支援事業の低感染リスク型ビジネス枠（IT導入補助金2021）、
IT活用促進資金、テレワーク等のデジタル化投資の促進（中小企業経営強化税制の拡充））

２．経営支援と併せたテレワーク導入のため専門家派遣の支援
（中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（中小企業１１９））

３．独立行政法人を通じたテレワーク支援情報の提供 等
（ITプラットフォーム「ここからアプリ」、シン・テレワークシステムを活用したテレワーク導入促進）

を実施してまいります。

7



（経営支援と併せたテレワーク導入のため専門家派遣の支援）
中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（中小企業１１９）

中小企業１１９サイト https://chusho119.go.jp

〇 中小企業・小規模事業者が抱える経営課題が、内外の事業環境の変化により高度化、複雑化して
いる中で、事業の各段階に応じた様々な経営課題・支援ニーズに対応するため、専門家派遣を実施。

「新しく事業を始めたいけど、何から手をつけていいかわからない」 、「資金調達の方法が分からない」、
「ITを活用して、販路拡大を実現したい」、「IT導入補助金を活用し、ITツールの導入に繋げたい」、
「テレワークを導入して、社員の感染防止と仕事の事業継続を両立したい」

ITコーディネータや中小企業診断士等の専門家を派遣（原則３回まで無料）。

よろず支援拠点や、中小企業・小規模事業者を支える連携体（商工会・商工会議所、金融機関
等の支援機関（派遣可能機関））が事業者の相談内容に即した専門家を選択し、支援を実施。

２．経営支援と併せたテレワーク導入のため専門家派遣の支援

8



コロナ禍でのテレワーク導入促進のための取組の応援策

○ 経済産業省では、これまで関係省庁と連携して、テレワーク・デイズの国
民運動等を通じて、企業の価値向上の観点から、テレワークの普及啓発に
努めてまいりました。

○ コロナ禍で事業者に対し、緊急的により一層のテレワークの普及の推
進・強化するために、主として、
１．テレワークを含めたデジタル化機器導入のための財政的な支援
（サービス等生産性向上IT導入支援事業の低感染リスク型ビジネス枠（IT導入補助金2021）、
IT活用促進資金、テレワーク等のデジタル化投資の促進（中小企業経営強化税制の拡充））

２．経営支援と併せたテレワーク導入のため専門家派遣の支援
（中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（中小企業１１９））

３．独立行政法人を通じたテレワーク支援情報の提供 等
（ITプラットフォーム「ここからアプリ」、シン・テレワークシステムを活用したテレワーク導入促進）

を実施してまいります。

9



ITプラットフォーム「ここからアプリ」

１回当たり ３５００円まで定額補助 1010

３．独立行政法人を通じたテレワーク支援情報の提供 等


